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お
知
ら
せ

育
英
資
金
奨
学
生
募
集

町
で
は
、
平
成
27
年
度
入
学
予

定
の
育
英
資
金
奨
学
生
を
次
の
と

お
り
募
集
い
た
し
ま
す
。

●
対
象
者　
平
成
27
年
度
に
高
等

学
校
・
高
等
専
門
学
校
・
専
修
学

校
・
短
期
大
学
・
大
学
に
進
学
す

る
予
定
の
方

●
募
集
人
員　
若
干
名

●
応
募
資
格

①
町
内
に
引
き
続
き
２
年
以
上
住

所
を
有
し
、
成
績
が
良
く
、
品
行

方
正
で
身
体
強
健
な
方

②
経
済
的
な
理
由
で
就
学
が
困
難

な
方
（
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
）

③
他
の
奨
学
金
を
受
け
な
い
方

④
条
件
を
満
た
す
鏡
石
町
在
住
の

連
帯
保
証
人
が
い
る
方

●
応
募
方
法

　

次
の
書
類
を
教
育
委
員
会
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

①
育
英
資
金
貸
付
願
書
・
履
歴
書

（
教
育
委
員
会
に
備
え
て
あ
る
も
の
）

②
調
査
書
（
在
学
し
て
い
る
学
校

か
ら
発
行
さ
れ
る
も
の
）

③
連
帯
保
証
人
の
所
得
が
証
明
で

き
る
書
類
（
連
帯
保
証
人
と
し
て

資
格
を
満
た
す
方
と
な
り
ま
す
。

内
容
に
つ
い
て
は
教
育
委
員
会
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
）

④
家
計
を
支
え
て
い
る
方
（
両
親

等
）
の
所
得
が
証
明
で
き
る
書
類

（
平
成
26
年
分
）

⑤
世
帯
全
員
の
納
税
証
明
書

●
返
還
方
法　

　

卒
業
後
１
年
間
猶
予
し
、
借
用

期
間
の
３
倍
（
２
倍
）
の
期
間
で

返
還
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

●
募
集
期
間

　

２
月
２
日
㈪
〜
３
月
６
日
㈮

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　

教
育
課　

☎
62
–
３
４
５
９

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
会
員
募
集

　

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
は
高

年
齢
者
に
仕
事
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

な
ど
、
多
様
な
社
会
参
加
を
紹
介

し
、
高
年
齢
者
の
生
き
が
い
づ
く

り
を
お
手
伝
い
し
て
い
る
公
益
団

体
で
す
。
60
歳
以
上
の
皆
さ
ん
、

ぜ
ひ
ご
入
会
く
だ
さ
い
。　

　

手
続
き
は
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
へ
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

鏡
石
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー　

☎
62
–
７
１
７
１

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
登
録
児
童
募
集

　

平
成
27
年
度
の
鏡
石
一
小
・
一

小
第
２
・
二
小
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
の
登
録
児
童
を
募
集
し
ま
す
。

●
受
付
期
間

　

２
月
２
日
㈪
〜
２
月
20
日
㈮

●
登
録
要
件

　

町
内
に
居
住
す
る
小
学
１
年
生

か
ら
６
年
生
の
児
童
で
、
保
護
者

が
就
労
な
ど
に
よ
り
放
課
後
の
保

育
が
必
要
と
な
る
児
童

※
児
童
ク
ラ
ブ
か
ら
自
宅
ま
で
の

帰
宅
は
、
保
護
者
が
送
迎
し
て
く

だ
さ
い
。

●
定
員

　

一
小
児
童
ク
ラ
ブ
90
名

　

一
小
第
２
児
童
ク
ラ
ブ
90
名

　

二
小
児
童
ク
ラ
ブ
60
名

●
提
出
書
類

①
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
利
用
申
込
書

②
就
労
証
明
書
ま
た
は
現
況
（
就

労
）
証
明
書

③
委
任
状

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

健
康
福
祉
課　

☎
62
―
２
１
１
５

児
童
ふ
れ
あ
い
交
流
館

　
　
　
　
　
　

☎
94
―
７
８
９
０

個
人
住
民
税
に
お
け
る
特
別
徴
収

義
務
者
の
一
斉
指
定
に
つ
い
て

　
県
中
地
区
管
内
12
市
町
村
と
福

島
県
県
中
地
方
振
興
局
で
は
、
個

人
住
民
税
の
特
別
徴
収
を
推
進
す

る
た
め
、
平
成
28
年
度
か
ら
、
法

令
の
要
件
に
該
当
す
る
す
べ
て
の

事
業
主
（
給
与
支
払
者
）
の
皆
様

を
特
別
徴
収
義
務
者
と
し
て
一
斉

に
指
定
し
ま
す
。

　

特
別
徴
収
義
務
者
に
指
定
さ
れ

る
と
、
従
業
員
に
支
払
う
毎
月
の

給
与
か
ら
個
人
住
民
税
を
特
別
徴

収
（
差
引
き
）
し
、
各
市
町
村
に

納
入
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
な
り

ま
す
。

　

平
成
27
年
11
月
ま
で
に
特
別
徴

収
義
務
者
へ
の
指
定
予
告
書
を
対

象
と
な
る
事
業
主
の
皆
様
に
送
付

し
ま
す
の
で
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
平
成
27
年
度
か
ら
特
別

徴
収
義
務
者
に
指
定
す
る
こ
と
も

可
能
で
す
の
で
、
ご
検
討
を
お
願

い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

税
務
町
民
課　

☎
62
–
２
１
１
４

町
の
確
定
申
告
相
談
に
つ
い
て

　

町
で
は
、
２
月
中
旬
か
ら
確
定

申
告
相
談
を
行
い
ま
す
。

　

申
告
相
談
の
際
に
は
、
収
支
内

訳
書
や
医
療
費
明
細
書
な
ど
確
定

申
告
書
を
作
成
す
る
た
め
の
基
礎

資
料
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

確
定
申
告
用
の
各
用
紙
が
必
要

な
方
は
、
1
月
下
旬
以
降
に
税
務

町
民
課
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

税
務
町
民
課　

☎
62
–
２
１
１
４

須
賀
川
税
務
署
の
確
定
申
告
に
関

す
る
お
知
ら
せ

　

須
賀
川
税
務
署
で
は
、
次
の
日

程
で
所
得
税
、
贈
与
税
、
個
人
事

業
者
の
消
費
税
の
確
定
申
告
書
作

成
会
場
を
設
置
し
ま
す
。

●
期
間　
２
月
２
日
㈪
〜
３
月
16

日
㈪
※
土
、
日
、
祝
日
を
除
く

●
開
設
時
間　

　

午
前
9
時
〜
午
後
4
時

●
会
場　
須
賀
川
市
産
業
会
館

※
こ
の
期
間
は
、
税
務
署
内
に
確

定
申
告
書
作
成
会
場
を
設
置
し
て

お
り
ま
せ
ん
の
で
、
申
告
・
相
談

を
さ
れ
る
方
は
、「
須
賀
川
市
産

業
会
館
」
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

須
賀
川
税
務
署
☎
75
–
２
１
９
４

平
成
26
年
中
に
建
物
を
解
体
し
た

方
・
固
定
資
産
の
所
有
者
が
亡
く

な
ら
れ
た
ご
家
族
の
方
へ

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
「
１
月

１
日
現
在
」
に
土
地
・
家
屋
・
償

却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
に
課

税
さ
れ
る
税
金
で
す
。

　

未
登
記
の
家
屋
（
住
宅
、倉
庫
、

作
業
場
等
）
を
平
成
26
年
12
月
31

日
ま
で
に
取
り
壊
し
た
場
合
は
、

『
家
屋
滅
失
届
』
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
提
出
し
て
い
た
だ
か
な

い
と
平
成
27
年
度
も
課
税
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
所

有
し
て
い
た
物
件
に
つ
い
て
、
相

続
登
記
が
12
月
末
ま
で
に
完
了
し

て
い
な
い
方
は
、『
相
続
人
代
表

者
届
出
書
』
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。提
出
し
て
い
た
だ
か
な
い
と
、

平
成
27
年
度
も
亡
く
な
ら
れ
た
方

宛
て
に
納
税
通
知
書
を
送
付
す
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

な
お
、
未
登
記
の
家
屋
に
つ
い

て
は
、
来
年
度
以
降
の
課
税
名
義

人
を
変
更
す
る
た
め
、『
家
屋
課

税
名
義
人
変
更
届
』
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　
『
家
屋
滅
失
届
』・『
相
続
人
代

表
者
届
出
書
』・『
家
屋
課
税
名
義

人
変
更
届
』
は
税
務
町
民
課
に
あ

り
ま
す
の
で
、
該
当
さ
れ
る
方
は

２
月
27
日
㈮
ま
で
に
印
鑑
を
お
持

ち
の
上
、
来
庁
・
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

税
務
町
民
課　

☎
62
–
２
１
１
４

白
河
司
法
書
士
総
合
相
談

白
河
司
法
書
士
総
合
相
談
セ
ン

タ
ー
で
は
、
次
の
と
お
り
無
料
相
談

を
実
施
し
ま
す
。
な
お
、
相
談
に

は
事
前
予
約
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

⃝

開
催
場
所
・
日
時

▼
須
賀
川
中
央
公
民
館
２
階

　

１
月
15
日
㈭
、
２
月
19
日
㈭

　

３
月
19
日
㈭

　

午
後
１
時
〜
午
後
４
時

▼
マ
イ
タ
ウ
ン
白
河
２
階

　

２
月
５
日
㈭
、
３
月
５
日
㈭

　

午
後
５
時
〜
午
後
８
時

⃝

相
談
内
容

不
動
産
登
記
や
会
社
登
記
、
相

続
・
遺
言
、
多
重
債
務
、
少
額
の

裁
判
、
成
年
後
見
等
に
関
す
る
法

律
相
談
※
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す

▼
問
い
合
わ
せ
先

白
河
司
法
書
士
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
４
８
–
２
３
–
１
７
８
５

２
０
１
５
年
農
林
業
セ
ン
サ
ス
が

実
施
さ
れ
ま
す

農
林
業
セ
ン
サ
ス
は
我
が
国
の

農
林
業
・
農
山
村
の
実
態
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
５
年

ご
と
に
実
施
し
て
い
る
農
林
業
に

関
す
る
も
っ
と
も
基
本
的
な
統
計

調
査
で
あ
り
、
農
林
業
の
未
来
を

導
く
重
要
な
統
計
調
査
で
す
。

今
回
は
、
東
日
本
大
震
災
以
降

初
め
て
の
農
林
業
セ
ン
サ
ス
と
な

り
、
被
災
地
域
の
現
状
と
復
旧
・

復
興
状
況
を
把
握
す
る
う
え
で
も

非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
ち
ま

す
。
調
査
は
平
成
27
年
２
月
１
日

を
基
準
日
に
行
わ
れ
ま
す
。

⃝

調
査
の
方
法

こ
の
調
査
は
、
町
で
お
願
い
し

た
調
査
員
が
調
査
の
対
象
と
な
る

方
に
調
査
票
を
配
布
し
て
、
対
象

者
に
自
ら
記
入
し
て
い
た
だ
く
方

法
で
行
い
ま
す
。

調
査
の
対
象
と
な
る
方
は
、
農

林
産
物
の
生
産
を
行
う
か
、
委
託

を
受
け
て
農
林
業
作
業
を
行
っ
て

い
る
方
で
、
そ
の
生
産
ま
た
は
作

業
に
係
る
面
積
・
頭
数
が
一
定
規

模
以
上
の
方
で
す
。

対
象
と
な
る
方
に
は
、
１
月
下

旬
か
ら
２
月
に
か
け
て
調
査
員
が

ご
自
宅
を
訪
問
し
ま
す
の
で
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

⃝

調
査
結
果
に
つ
い
て

農
林
業
セ
ン
サ
ス
の
結
果
は
、

農
林
水
産
省
が
講
じ
る
各
種
施
策

の
企
画
・
設
計
・
評
価
に
使
用
さ

れ
る
だ
け
で
な
く
、
県
や
町
に
お

け
る
農
林
業
政
策
に
直
結
す
る
各

種
の
交
付
金
の
算
定
に
も
活
用
さ

れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
回
答
い
た
だ
い
た
内
容

は
統
計
の
作
成
や
各
種
統
計
調
査

の
名
簿
作
成
な
ど
、
決
め
ら
れ
た

目
的
以
外
に
使
用
す
る
こ
と
は
な

く
、
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
課　

☎
62
–
２
１
１
１

多
重
債
務
・
貸
金
業
に
関
す
る
相

談
窓
口
及
び
金
融
犯
罪
被
害
防
止

等
の
た
め
の
出
前
講
座
に
つ
い
て

　

福
島
財
務
事
務
所
で
は
、
返
済

し
き
れ
な
い
ほ
ど
の
借
金
を
抱
え

た
方
々
か
ら
の
相
談
に
応
じ
て
い

ま
す
。
抱
え
て
い
る
借
金
の
状
況

を
お
聞
き
し
、
必
要
に
応
じ
弁
護

士
・
司
法
書
士
な
ど
の
専
門
家
に

引
継
ぎ
を
行
い
ま
す
。

　

な
お
、
国
や
県
の
登
録
を
受
け

ず
に
貸
金
業
を
営
む
、
い
わ
ゆ
る

「
ヤ
ミ
金
融
」
に
は
十
分
ご
注
意

く
だ
さ
い
。
ご
利
用
さ
れ
て
い
る

貸
金
業
者
の
登
録
状
況
に
関
す
る

問
い
合
わ
せ
や
不
正
に
利
用
さ
れ

て
い
る
預
貯
金
口
座
に
関
す
る
相

談
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

⃝

受
付
時
間　
月
曜
日
〜
金
曜
日　
　 　

（
祝
日
、
年
末
年
始
除
く
）

　

午
前　

８
時
30
分
〜
12
時

　

午
後　

13
時
〜
16
時
30
分

⃝
相
談
窓
口

　

福
島
市
松
木
町
13
–
２

　

福
島
財
務
事
務
所　

理
財
課

　

ま
た
、福
島
財
務
事
務
所
で
は
、

「
な
り
す
ま
し
詐
欺
」
等
の
金
融

犯
罪
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
の
出

前
講
座
を
行
っ
て
い
ま
す
。
講
演

料
は
無
料
で
す
の
で
、
お
気
軽
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

☎
０
２
４
–
５
３
３
–
０
０
６
４

（
多
重
債
務
相
談
窓
口
直
通
）

　

０
２
４
–
５
３
５
–
０
３
０
３

（
福
島
財
務
事
務
所 

理
財
課
）

皆
様
か
ら
の
ご
支
援
に
心
か
ら
感

謝
申
し
上
げ
ま
す

ふ
る
さ
と
納
税

⃝

水
野　

隆
雄

⃝

水
野
千
枝
子

⃝

石
井　

政
清

⃝

田
中　

久
子

⃝

宮
田　
　

忍

※
敬
称
略
。
７
月
号
広
報
発
行
後

よ
り
１
月
号
広
報
発
行
時
現
在
の

ご
芳
名
に
な
り
ま
す
。

募

集


